
交通安全講習会 
4 月 1 日から自転車の違反に交通反則通告と反則金が課されます。 

石神井警察署担当官を招き、反則となる具体例や自転車安全利用の 

5 原則等の説明をうけました。 

ご出席の皆様からは多くの質問があり、内容の濃い講習となりました。 

    

                                         

 

 

 

 

 

 


